
「平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事」条件付一般競争入札試行要綱「平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事」条件付一般競争入札試行要綱「平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事」条件付一般競争入札試行要綱「平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事」条件付一般競争入札試行要綱    
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、七ヶ浜町水道事業契約規程（昭和 63年規程第２号。以下「規程」と
いう。）に定めるもののほか、「平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事」請負

契約にあたって実施する条件付一般競争入札に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において「条件付一般競争入札」とは、本町が地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「自治令」という。）第１６７条の５の規定により、当該工事

請負契約に必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。 
 
（入札参加資格条件） 
第３条 条件付一般競争入札の参加資格条件は、次の各号の要件を満たす者とする。 
（１） 当該工事に対応する業種について、本町の競争入札参加資格承認をされている者

であること。 
（２） 七ヶ浜町の指名停止期間中でないこと。 
（３） 自治令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
（４） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２９第１項に規定する総合評

定値が、公告で定める基準を満たしていること。 
（５） 建設業法第２６条に規定する技術者を専任で配置できること。 
（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の

申立てをしていない者であること。 
（７） 前各号に掲げる要件のほか、町長が特に必要と認める要件を満たしている者であ

ること。 
 
（入札の公告） 
第４条 町長は、自治令第１６７条の６及び規則第９０条の規定により、当該工事に係る

公告をするとともに、その内容について広く周知するよう努めなければならない。 
 
（入札参加資格申請等） 
第５条 この要綱に定める条件付一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加申

請者」という。）は、公告の定める期限までに、町長に対し条件付一般競争入札参加申請

書（様式第１号）を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなけ

ればならない。 



２ 前項の条件付一般競争入札参加申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。 
（１） 類似工事の施工実績調書（様式第２号） 
（２） 配置予定の技術者に関する調書（様式第３号） 
（３） その他公告により示す書類 

 
（入札参加資格の審査及び判定） 
第６条 水道事業所長は、前条により提出のあった条件付一般競争入札参加申請書等が設

定条件に合致することを確認し、七ヶ浜町水道事業工事請負業者等指名委員会（以下「委

員会」という。）に提出するものとする。 
２ 委員会は、条件付一般競争入札参加申請書を審査し、入札参加資格の適否を判定する。 
 
（条件付一般競争入札の取り止め） 
第７条 町長は、前条の規定により審査した結果、入札参加資格を有する者の数が４以下

となり、かつ、十分な競争性を確保し得ないと判断する場合は、当該条件付一般競争入札

を中止することができる。この場合において、町長は、入札参加資格の設定を見直し、改

めて条件付一般競争入札を行うか、又は、指名競争入札を行うかを選択することができる。 
２ 町長は、前項の規定により条件付一般競争入札を中止したときは、その旨を公告する

とともに、参加申請者に対して通知しなければならない。 
３ 町長は、第１項後段の規定により指名競争入札を行う場合は、当該条件付一般競争入

札に参加申請をし、かつ、入札参加資格を有する者について、優先的に指名を行うものと

する。 
 
（入札参加申請者への審査結果の通知等） 
第８条 町長は、第６条第２項により決定した入札参加資格の適否を、入札参加申請者に対

し、入札参加資格確認通知書（様式第４号）により通知するものとする。この場合におい

て、入札参加資格を有しないとしたものについては、その理由を付するものとする。 
２ 前項の規定により入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、町長に対し、書面

によりその理由を求めることができる。 
３ 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。 
 
（入札参加資格の喪失） 
第９条 当該工事に係る入札参加資格を有するとされた者（以下「入札参加資格者」とい

う。）は、公告の翌日から開札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当す

ることとなったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。 
 



（１） 第３条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。 
（２） 条件付一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが

明らかになったとき。 
 
（入札参加資格の喪失の通知） 
第１０条 町長は、前条の規定により入札参加資格を喪失した者があるときは、条件付一

般競争入札参加資格喪失通知書（様式第５号）にその理由を付して、当該入札参加資格を

喪失した者に対し速やかに通知しなければならない。 
 
（設計図書等の閲覧） 
第１１条 当該工事の仕様書、図面等（以下「設計図書等」という）は、紙面又はデータ

により閲覧に供するものとする。 
２ 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、公告において指定された

期間内に、町長に質問書を提出するものとする。 
３ 町長は、前項の設計図書等に対する質問書を受理したときは、水道事業所長に回答書

を作成させ、当該回答書を公告に定めた方法により閲覧に供するものとする。 
 
（入札の執行等） 
第１２条 入札は、別に定める郵送併用式競争入札要領及び通常競争入札要領により執行

するものとする。 
２ 自治令第１６７条の８第３項の規定による再度の入札は、次の各号に定めるところに

より行うものとする。 
（１） 再度の入札は、１回に限りこれを行うことができる。 
（２） 規程第１０条第４項の規定により最低制限価格を設定したときは、入札に参加し

なかった者、規程第９条に規定する無効の入札を行った者又は１回目の入札で最低制

限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 
（３） 再度の入札の結果、落札者がいないときは、随意契約により契約を締結すること

ができる。この場合において、町長は、再度の入札において最低制限価格より低い価

格の入札をした者と契約を締結することができない。 
 
（異議を申し立てることの禁止） 
第１３条 入札をした者は、入札後この要綱、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等

を理由に、異議を申し立てることはできないものとする。 
 
 
 



（申請資料の取扱い） 
第１４条 入札参加者から提出された条件付一般競争入札参加申請資料は、当該申請者に

返還しない。また、その内容は公表しないものとする。 
 
（その他） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 



様式第１号（第５条関係） 
 

条件付一般競争入札参加資格申請書 
 

平成１９年  月  日 
 
七ヶ浜町長  殿 
 
 

住    所 
商号又は名称 
代  表  者           ㊞ 

 
 
 平成１９年６月１５日付けで入札公告のありました工事に係る入札に参加し
たいので、下記の書類を添えて申請いたします。 
 なお、成年被後見人及び被保佐人、被補助人並びに破産者で復権を得ない者で
ないこと並びに本申請書及び添付書類のすべての内容について、事実と相違ない
ことを誓約したします。 
 
 

記 
 
１．工 事 名    平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事 
 
２．施工場所   七ヶ浜町東宮浜字笠岩 地内 
 
３．添付書類 
 ① 類似工事の施工実績調書（様式第２号） 
 ② 配置予定の技術者に関する調書（様式３号） 
 ③ その他公告で示す書類 
 
 
 
 
 



様式第２号（第５条関係） 
 

類似工事の施工実績調書 
 
 
住    所 
 
商号又は名称 
 
代 表 者 名 
 
 

工 事 名   

発 注 者   

施工場所  

契約金額  

工  期 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで

工事内容  

 
 
①七ヶ浜町以外の発注工事については、契約内容を確認できるもの 
（契約書の写し等）を添付すること 
 
②工事内容欄には、規模・工法等詳細に記入すること 
 
 



様式第３号（第５条関係） 
 

配置予定の技術者に関する調書 
 

会 社 名  

配置予定の主任・ 
監理技術者氏名 

（ふりがな） 
                           

年  月  日生（満   歳） 
資格・免許の種類 監理技術者資格者 

資格・免許名称 

名称 
 
 
登録番号 
 
取得年月日 

交付番号 
 
 
取得年月日 

工事名  

発注者  

施工場所  

契約金額  

工 期  

従事職名  

工 
事 
経 
験 
の 
内 
容 

工事内容  

(１) 公告において明示した資格のあることを判断できる必要最低限の事項を明
確に記載すること。 
(２) 建設工事に係る資格免許証の写しを添付すること。 



様式第４号（第８条関係） 
 

平成  年  月  日 
 

入札参加資格確認通知書 
 
住    所 
商号又は名称 
代 表 者 
 
                   七ヶ浜町水道事業 

七ヶ浜町長 渡邊 善夫     
 
 
 先に申請のありました下記工事に係る入札参加資格について、審査結果を通知
します。 
 

記 
 

入札告示日 平成１９年６月１５日 

工 事 名 平成１９年度企業団地区画１号線配水管布設工事 

入札参加資格の有無 有    無 

入札参加資格が無いと 
認めた理由   

※入札参加資格が無いと通知された方は、その理由について説明を求めることが
できます。 
 説明を求める場合は、平成１９年７月３日までに、町長へその旨を記載した書
面（任意様式）を提出してください。 

 



様式第５号（第１０条関係） 
平成  年  月  日 

 
一般競争入札参加資格喪失通知書 

 
住    所 
 
商号又は名称 
 
代 表 者 
 
                 七ヶ浜町水道事業 

七ヶ浜町長 渡邊 善夫      
 
 
 先に通知した下記工事に係る入札参加資格について、「平成１９年度企業団地
区画１号線配水管布設工事」条件付一般競争入札試行要綱第９条の規定に該当す
ることを確認したので、下記のとおりその参加資格を喪失し、入札に参加できな
くなったので通知します。 
 
１ 工事名   平成１９年度町道企業団地区画１号線配水管布設工事 
 
２ 告示日   平成１９年６月１５日 
 
３ 参加資格喪失理由 


